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と
強
盗

　
　
　
　
　

―
明
治
一
七
（
一
八
八
四
）
年
八
月
に
起
こ
っ
た
強
盗
事
件

―

 

西　

村　
　
　

卓　
　

　
　
　
　
　
　
　

は　

じ　

め　

に

　

明
治
維
新
の
熱
冷
め
や
ら
ぬ
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
五
月
七
日
、
日
本
近
代
化
の
牽
引
車
＝
鉄
道
が
品
川
―
横
浜
間
で
開
業
さ
れ
た
。

そ
し
て
同
年
九
月
一
二
日
に
は
新
橋
ま
で
延
伸
さ
れ
、
こ
の
日
、
天
皇
臨
席
の
も
と
、
横
浜
、
新
橋
の
両
所
で
開
業
式
が
盛
大
に
行
わ
れ

た
の
で
あ
る（

１
）。

　

一
方
、
関
西
で
は
、
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
五
月
一
一
日
に
大
阪
―
神
戸
間
が
開
業
し
、
明
治
一
〇
（
一
八
七
七
）
年
に
か
け
て
京
都

ま
で
延
伸
し
、
京
都
―
神
戸
間
の
鉄
道
開
業
式
が
、
京
都
停
車
場
の
落
成
を
ま
っ
て
明
治
一
〇
（
一
八
七
七
）
年
二
月
五
日
に
、
天
皇
の

臨
席
の
も
と
大
阪
、
神
戸
、
京
都
で
挙
行
さ
れ
た（

２
）。

　

本
稿
で
は
、
日
本
に
お
け
る
鉄
道
史
を
追
う
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
は
む
し
ろ
、
と
も
す
れ
ば
、
そ
の
歴
史
の
な
か
に
埋

没
し
て
し
ま
い
が
ち
な
京
都
近
郊
農
村
で
起
こ
っ
た
一
つ
の
「
強
盗
事
件
」
を
扱
う
も
の
で
あ
る
。

一　
（
六
六
八
）
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で
は
、
な
ぜ
日
本
に
お
け
る
鉄
道
敷
設
か
ら
本
稿
を
書
き
起
こ
し
た
の
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
「
強
盗
事
件
」
が
一
つ
の
鉄
道
施
設
で
起

こ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

強
盗
事
件
の
舞
台
と
な
る
村
は
、京
都
府
乙
訓
郡
上
植
野
村
（
現
向
日
市
上
植
野
町
）。
明
治
一
七
（
一
八
八
四
）
年
八
月
三
〇
日
の
夜
中
、

上
植
野
村
に
あ
っ
た
番
人
付
の
踏
切
二
か
所
（
東
小
路
、
南
小
路
）（
３
）の
う
ち
、
東
小
路
踏
切
の
官
舎
（
踏
切
番
家
族
の
居
宅
）
で
こ
の
事
件
は

起
こ
っ
た
。

　

従
来
か
ら
村
人
た
ち
が
生
活
す
る
の
に
往
還
し
て
い
た
「
道
」、
そ
れ
を
断
ち
切
り
敷
設
さ
れ
た
鉄
道
線
路
、
そ
の
交
点
に
は
当
然
踏

切
が
で
き
、
往
還
の
頻
度
の
高
い
踏
切
で
は
、
そ
の
踏
切
の
そ
ば
に
官
舎
を
建
て
、
番
人
を
住
ま
わ
せ
、
家
族
総
出
で
踏
切
業
務
に
当
ら

せ
た
と
い
う（

４
）。
そ
の
意
味
で
は
、
踏
切
は
鉄
道
に
象
徴
さ
れ
る
近
代
と
村
と
の
交
点
で
あ
り
、
そ
こ
で
起
こ
っ
た
「
強
盗
事
件
」
は
、
近

代
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
、
村
で
の
新
た
な
出
来
事
の
一
つ
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　

一　

大
阪
―
京
都
間
の
鉄
道
開
業

　

大
阪
―
京
都
間
の
鉄
道
開
業
式
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
京
都
市
中
の
賑
々
し
さ
を
『
東
京
曙
新
聞
』（
明
治
一
〇
年
二
月
八
日
付
）
は

次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

　

 （
前
略
）
御
道
筋
の
町
々
に
て
ハ
、
何
れ
も
思
ひ

く
の
造
り
物
等
を
用
意
す
る
に
、
下
京
三
区
内
ハ
椿
に
孔
雀
、
四
区
内
に
て
ハ
桜

の
大
木
に
備
後
三
郎
高
徳
、
六
区
内
に
て
ハ
牡
丹
に
獅
子
の
挽
物
に
て
、
い
づ
れ
も
踊
り
屋
台
を
添
へ
、
十
八
区
内
の
薬
王
寺
町
に
て

二　
（
六
六
七
）
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ハ
、
町
内
よ
り
停
車
場
迄
鉄
橋
の
形
ち
を
造
り
も
の
に
し
て
飾
り
付
る
と
い
う
評
判

　

 
又
御
道
筋
の
町
々
ハ
、
戸
毎
に
揃
ひ
の
幕
（
区
の
印
し
を
付
け
た
る
も
の
）
を
軒
に
張
り
、
奉
敬
と
か
き
た
る
提
灯
を
新
規
に
こ
し
ら
へ
、

揚
ぐ
る
杭
ハ
残
ず
一
様
の
揃
ひ
に
す
る
よ
し

　

 

其
外
往
還
横
町
と
も
に
種
々
の
草
花
を
飾
り
付
て
、
高
さ
二
丈
程
な
る
西
洋
飾
り
の
本
日
（
二
日
）
迄
に
荒
方
出
来
せ
し
ハ
頗
る
美
観

な
り

　

 

六
条
の
停
車
場
前
に
大
き
な
る
小
屋
を
取
立
最
中
、
こ
れ
へ
も
何
か
飾
り
付
け
の
あ
る
様
子
、
且
つ
鉄
道
局
の
飾
り
付
け
も
昨
今
最
中

に
て
、
今
よ
り
か
ゝ
る
景
況
な
れ
ば
、
当
日
ハ
い
か
ば
か
り
な
ら
ん
と
思
ひ
や
ら
れ
た
り
と
探
訪
者
よ
り
申
越
し
ま
し
た

　

市
中
の
町
々
で
は
趣
向
を
凝
ら
し
た
飾
り
付
け
、
道
筋
の
町
々
の
戸
毎
に
揃
い
の
幕
を
か
け
、
奉
敬
と
記
し
た
提
灯
を
あ
ら
た
に
拵
え

掲
げ
た
の
で
あ
る
。

　

京
都
―
大
阪
間
の
鉄
道
建
設
工
事
は
、
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
一
二
月
二
六
日
に
、
全
線
一
斉
に
着
手
さ
れ
た
と
い
う（
５
）。
こ
の
区
間

の
橋
梁
（
桂
川
、
太
田
川
、
茨
木
川
、
神
崎
川
、
上
十
三
川
）
は
、
同
八
（
一
八
七
五
）
年
か
ら
同
九
（
一
八
七
六
）
年
八
月
中
に
完
成
す
る
が
、

そ
れ
に
先
駆
け
、
同
九
（
一
八
七
六
）
年
の
七
月
二
六
日
に
は
、
大
阪
―
向
日
町
間
が
開
業
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
年
九
月
五
日

に
は
向
日
町
か
ら
大
宮
通
仮
停
車
場
ま
で
開
業
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
大
宮
通
仮
停
車
場
か
ら
京
都
停
車
場
へ
の
延
伸
工
事
の
完
成
を
受
け
て
、
京
都
停
車
場
の
開
業
は
、
天
皇
臨
席
の
下
で
の
開

業
式
の
あ
っ
た
明
治
一
〇
（
一
八
七
七
）
年
二
月
五
日
の
翌
日
六
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
神
戸
―
大
阪
―
京
都
を
結
ぶ
鉄
道
が

完
成
を
し
、
京
阪
神
間
の
人
と
モ
ノ
の
流
れ
は
大
き
く
様
変
わ
り
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

三　
（
六
六
六
）
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淀
川
水
運
に
対
す
る
影
響
に
関
し
て
、『
東
京
曙
新
聞
』（
明
治
九
年
九
月
八
日
付
）
は
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

　

 （
前
略
）
七
月
二
十
六
日
よ
り
ハ
、
鉄
道
の
汽
車
が
大
坂
よ
り
京
都
府
下
向
日
町
迄
通
ふ
こ
と
に
な
り
て
ハ
、
三
十
石
の
乗
客
十
人
の

中
九
人
迄
ハ
汽
車
に
打
乗
り
、
た
ま

く
船
に
乗
る
者
ハ
道
者
の
み
に
て
、
伏
見
に
着
て
も
船
宿
に
休
息
も
せ
ず
、
食
事
も
せ
さ
れ
ば
、

船
宿
ハ
申
す
に
及
ば
ず
、
通
船
の
乗
客
を
目
的
に
し
て
生
活
と
せ
し
諸
商
業
ハ
、
難
渋
い
は
ん
方
な
し

　

 

○
三
十
石
通
船
乗
の
賃
銭
、
下
り
ハ
一
人
前
金
一
朱
、
登
り
ハ
同
二
朱
、
又
川
蒸
気
船
ハ
、
下
り
一
人
三
朱
、
登
り
同
一
分
一
朱
な
り

し
が
、
鉄
道
汽
車
の
開
ら
け
し
た
め
に
、
右
の
船
賃
ハ
い
づ
れ
も
半
価
に
引
下
る
よ
し
の
巷
説
あ
り

　

 

○
伏
見
浜
辺
に
て
人
力
車
を
挽
て
生
活
と
す
る
も
の
、
是
迄
凡
そ
五
百
人
余
も
あ
り
し
に
、
乗
客
ハ
一
切
な
き
位
形
勢
ゆ
え
、
皆
々
困

却
諸
方
へ
出
稼
ぎ
す
る
も
の
多
し
、
さ
る
ゆ
え
か
市
中
に
貸
家
札
を
張
り
置
く
所
多
く
、
市
中
端
々
に
て
ハ
、
家
作
を
こ
ぼ
ち
て
田
畑

と
す
る
も
の
も
あ
る
よ
し

　

大
坂
か
ら
向
日
町
（
の
ち
に
は
京
都
）
ま
で
の
鉄
道
の
開
業
は
、
そ
れ
ま
で
の
大
阪
―
京
都
間
の
主
要
な
運
輸
手
段
で
あ
る
淀
川
水
運

へ
の
大
打
撃
を
こ
こ
で
は
予
想
し
て
い
る
。
ま
ず
、
乗
客
数
の
激
減
、
そ
れ
に
関
連
し
た
船
宿
を
含
む
諸
商
業
に
対
し
て
の
影
響
を
の
べ
、

三
十
石
船
、
川
蒸
気
船
と
も
、
上
り
下
り
の
船
賃
が
半
値
に
引
き
下
が
る
と
い
う
噂
が
立
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
大
坂
か
ら
登
っ
て
き
た
伏
見
港
の
乗
客
を
陸
送
す
る
人
力
車
も
大
打
撃
を
受
け
、
出
稼
ぎ
に
出
る
も
の
が
多
い
せ
い
で
、
貸
家

の
札
を
掲
げ
た
家
が
目
立
ち
、
ま
た
家
屋
を
壊
し
て
田
畑
を
開
き
、
耕
作
を
す
る
者
が
あ
ら
わ
れ
て
き
て
い
る
と
伝
え
て
い
る
。

　

新
た
な
効
率
的
交
通
手
段
の
出
現
が
、
既
存
の
交
通
手
段
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
今
昔
か
わ
り
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

四　
（
六
六
五
）
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さ
て
、
踏
切
の
話
で
あ
る
。
踏
切
に
は
二
種
類

あ
っ
た
。
明
治
二
五
（
一
八
九
二
）
年
一
二
月
に
刊

行
さ
れ
た
『
鉄
道
線
路
各
種
建
造
物
明
細
録　

第

一
篇
』
で
は
、
そ
の
凡
例
に
「
踏
切
道
ノ
内
、
番

舎
ノ
設
ア
ル
モ
ノ
ヲ
大
踏
切
道
ト
ス
、
単
ニ
踏
切

道
ト
記
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
皆
通
常
小
路
農
作
通
路
ノ

類
ナ
リ
」

（
６
）

と
記
載
が
あ
る
よ
う
に
、
無
人
踏
切
を

「
踏
切
道
」
と
し
、
有
人
踏
切
を
「
大
踏
切
道
」
と

し
た
。

　

同
資
料
に
よ
る
と
、
京
都
向
日
町
間
に
一
五
か

所
の
踏
切
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
一
〇
か
所
が
官
舎

付
有
人
踏
切
で
あ
っ
た
。
向
日
町
山
崎
間
の
踏
切

数
は
二
八
か
所
で
、
そ
の
う
ち
有
人
が
一
〇
か
所

で
あ
っ
た
。
こ
の
向
日
町
山
崎
間
の
官
舎
付
有
人

踏
切
一
〇
か
所
の
う
ち
二
か
所
が
前
述
し
た
よ
う

に
上
植
野
村
に
所
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
東
小

路
と
南
小
路
と
記
述
さ
れ
た
踏
切
で
あ
る（

７
）。

　

（
８
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
踏

　上植野村踏切見取り図

西
国
街
道

東小路踏切

南小路踏切

伏見道

五　
（
六
六
四
）
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切
は
、
一
つ
（
東
小
路
）
が
、
上
植
野
村
集
落
の
ほ
ぼ
中
央
を
通
っ
て
、
踏
切
を
越
え
た
の
ち
南
に
下
り
伏
見
道
に
合
流
す
る
道
、
も
う

一
つ
（
南
小
路
）
が
、
西
国
街
道
か
ら
別
れ
て
、
同
村
集
落
の
南
側
を
ま
い
て
菱
川
村
を
経
由
し
伏
見
へ
繋
が
る
伏
見
道
、
い
わ
ば
村
の

主
要
道
と
の
交
点
に
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
踏
切
は
ど
の
よ
う
な
施
設
で
あ
り
、
有
人
の
場
合
、
ど
の
よ
う
な
作
業
を
必
要
と
す
る
の
か
。

　

明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
一
〇
月
制
定
の
「
鉄
道
寮
汽
車
運
輸
規
定
」
に
よ
れ
ば
、
①
交
通
頻
繁
の
踏
切
に
は
門
扉
が
設
け
ら
れ
て
い

た
こ
と
、
②
こ
の
門
扉
は
常
時
列
車
の
通
過
す
る
線
路
を
遮
断
し
て
お
り
、
列
車
が
通
過
す
る
と
き
だ
け
門
扉
が
開
か
れ
、
③
そ
の
門
扉

が
閉
じ
て
い
る
間
は
、「
危
害
」
の
合
図
を
示
す
も
の
が
設
置
さ
れ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る（

９
）。

　

す
な
わ
ち
、「
踏
切
門
扉
は
常
時
は
線
路
を
遮
断
し
て
お
り
、
列
車
ま
た
は
機
関
車
な
ど
が
通
過
す
る
と
き
は
、
門
扉
は
そ
れ
ぞ
れ
の

道
路
か
ら
向
か
っ
て
左
側
の
門
柱
を
軸
と
し
て
左
か
ら
右
へ
回
っ
て
道
路
を
遮
断
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
道
路
か
ら

向
か
っ
て
右
側
の
柱
に
は
二
つ
の
門
扉
を
鎖
錠
す
る
鍵
が
取
り
付
け
て
あ
っ
て
、
こ
れ
は
線
路
ま
た
は
道
路
を
遮
断
す
る
ご
と
に
鎖
錠

し
、
線
路
内
に
人
畜
が
入
ら
ぬ
よ
う
に
し
て
い
た
」

（
10
）

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

二　
「
強
盗
事
件
」
の
発
生

　

明
治
一
七
（
一
八
八
四
）
年
八
月
三
〇
日
の
深
夜
、「
強
盗
事
件
」
が
東
小
路
踏
切
番
で
あ
る
佐
々
木
寅
吉
の
一
家
六
人
が
居
住
し
て
い

た
官
舎
で
起
こ
っ
た
。
そ
の
顛
末
を
、先
ず
事
件
当
日
の
朝
に
巡
査
に
提
出
し
た
佐
々
木
寅
吉
と
妻
こ
ま
、義
母
つ
ね
の
二
通
の「
答
弁
書
」

か
ら
窺
っ
て
み
よ
う
（
11
）。

　

ま
ず
、
寅
吉
の
「
答
弁
書
」
で
あ
る
。

六　
（
六
六
三
）
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御
尋
ニ
付
、
答
弁
書

　

 
本
月
三
十
日
午
前
九
時
頃
ニ
、
兇
盗
押
入
、
金
品
掠
奪
致
候
ニ
付
、
其
旨
御
届
上
候
処
、
御
調
査
ト
シ
テ
御
出
張
ニ
相
成
、
始
末
御
尋

ニ
付
、
左
ニ
申
上
候

　

 

一　

自
分
義
、
明
治
十
四
年
十
月
廿
九
日
ヨ
リ
乙
訓
郡
上
植
野
村
内
鉄
道
第
六
拾
九
号
踏
切
ニ
拝
命
候
ニ
付
、
同
所
官
舎
ヘ
家
族
一
統

出
役
中
、
明
治
十
七
年
八
月
廿
九
日
午
前（

後
）十
一
時
、
平
常
之
通
戸
締
致
シ
、
家
族
六
人
寝
居
候
処
、
同
月
三
十
日
午
前
一
時
五
十
分
頃
、

表
口
戸
ハ
ズ
シ
賊
入
込
、
三
人
ノ
賊
直
ニ
寝
所
ニ
来
リ
、
蚊
帳
ヲ
切
落
シ
、
自
分
ヲ
帯
ニ
テ
縛
リ
置
、
抜
刀
ヲ
畳
ニ
突
立
、
金
子
ヲ
可

出
様
強
談
候
故
、
金
子
一
切
無
之
由
申
居
候
処
、
自
分
ヲ
蒲
団
ニ
テ
包
ミ
、
箪
笥
戸
棚
ヲ
取
明
ケ
、
金
子
搜
索
ス
ル
モ
、
自
分
妻
コ
マ

ヲ
呼
寄
セ
、
金
子
可
出
様
申
掛
ケ
候
ニ
付
、
コ
マ
ハ
金
子
無
之
候
ニ
付
、
何
成
共
持
帰
リ
被
下
様
申
候
処
、
賊
ハ
家
中
ヲ
搜
シ
、
金
衣

ヲ
掠
奪
シ
、二
人
ハ
表
口
ヨ
リ
迯
走
、壱
人
ハ
跡
ニ
残
リ
見
張
ヲ
ナ
シ
、凡
十
分
間
程
相
立
候
、該
賊
モ
迯
走
候
ニ
付
、漸
ク
縛
リ
解
キ
、

自
分
ハ
直
ニ
戸
外
ヘ
駈
出
タ
ル
ニ
、
鉄
道
線
路
上
、
北
ノ
方
ニ
当
リ
人
声
ヲ
候
ニ
付
、
之
賊
ナ
ラ
ン
ト
思
考
ス
ル
ヨ
リ
、
隣
家
者
ヲ
呼

起
シ
、
共
々
近
傍
ヲ
搜
索
ハ
候
得
共
、
十
分
間
相
過
候
ニ
付
、
何
方
ヘ
迯
ケ
候
歟
相
分
リ
不
申
、
右
始
末
御
尋
ニ
付
、
此
段
有
体
申
上

候
也

　
　
　
　

十
七
年
八
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

乙
訓
郡
上
植
野
村　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木　

寅
吉
㊞

　
　
　
　
　

警
部
補
代
理
巡
査　

並
河　

鉉
弼
殿

　

次
に
、
妻
こ
ま
、
義
母
つ
ね
の
「
答
弁
書
」
で
あ
る
。

七　
（
六
六
二
）



第
六
十
三
巻  

第
四
号

　
　
　
　
　
　

御
尋
ニ
付
、
答
弁
書

　

 
明
治
十
七
年
八
月
三
十
日
、
強
盗
押
入
金
品
掠
奪
シ
、
賊
ハ
迯
亡
シ
タ
ル
旨
、
伏
見
警
察
暑（
署
）ヘ
御
届
仕
候
処
、
検
視
官
出
張
、
其
始
末

御
尋
問
ニ
付
、
左
ニ
陳
弁
ス

　

 

一　

自
分
共
義
、
明
治
十
七
歳
八
月
廿
九
日
午
后
第
十
一
時
頃
ヨ
リ
平
常
之
通
官
舎
ノ
戸
締
り
致
、
家
内
一
統
寝
臥
候
処
、
翌
丗
日
午

前
第
一
時
五
十
分
頃
、
表
口
戸
押
外
レ
タ
ル
音
ス
ル
ヨ
リ
、
驚
入
ヤ
否
、
三
人
ノ
賊
駈
来
り
、
抜
刀
ヲ
持
テ
蚊
帳
ヲ
切
落
し
タ
ル
ヤ
否
、

三
名
ノ
賊
、夫
寅
吉
ヲ
捕
ヘ
、該
所
ヘ
有
合
之
帯
ヲ
以
テ
直
ニ
縛
し
、抜
刀
ヲ
畳
ニ
突
キ
立
タ
ル
ニ
付
、自
分
共
者
恐
怖
し
潜
伏
ス
ル
ニ
、

賊
ハ
尚
寅
吉
ヲ
布
団
ニ
包
ミ
、
金
銭
ヲ
差
出
ス
ヘ
シ
ト
強
談
ス
ル
ニ
付
、
貯
金
等
更
々
ナ
シ
ト
云
フ
ニ
、
賊
標
ニ
箪
笥
、
押
入
等
ヲ
搜

索
シ
、
其
後
自
分
ニ
対
シ
貯
金
所
有
ヲ
ト
ス
ヘ
し
ト
云
フ
ニ
付
、
自
分
賊
ニ
対
シ
金
銭
更
々
ナ
シ
、
依
而
其
他
何
ナ
リ
ト
モ
持
帰
呉
ト

云
フ
内
、
賊
等
ハ
金
品
ヲ
掠
奪
し
、
弐
名
ハ
表
口
ヨ
リ
迯
走
ス
ル
モ
、
壱
名
ハ
暫
時
居
残
見
張
ヲ
ナ
シ
、
其
後
該
賊
モ
迯
走
ス
ル
ヨ
リ
、

夫
寅
吉
ノ
縛
ヲ
解
キ
遣
し
タ
ル
ニ
、
寅
吉
ハ
直
ニ
戸
外
ヘ
駈
出
、
近
隣
ノ
者
ヲ
呼
起
シ
、
共
々
近
傍
ヲ
搜
索
候
得
と
も
、
賊
ノ
踪
跡
更

ニ
不
分
、
依
而
家
中
取
調
候
処
、
則
別
紙
御
届
書
之
通
、
金
品
強
奪
セ
ら
レ
候
、
然
ニ
賊
ノ
人
相
ハ
別
紙
ノ
如
ニ
有
之
、
依
而
前
顕
ノ

始
末
右（

有
）躰
達
、
宿
し
ヲ
答
弁
仕
候
也

乙
訓
郡
上
植
野
村　
　
　
　
　
　

佐
々
木　

寅
吉　
　
　

　

妻　

こ
ま
（
爪
印
）

　
　
　
　
　

十
七
年
八
月
三
十
日 

母　

つ
ね
（
爪
印
）

　
　
　
　

警
部
補
代
理

　
　
　
　
　

巡
査　

並
河　

鉉
弼
殿

八　
（
六
六
一
）



鉄
道
踏
切
番
と
強
盗
（
西
村　

卓
）

　

寅
吉
は
家
族
六
人
で
明
治
一
四
（
一
八
八
一
）
年
一
〇
月
二
九
日
よ
り
、
上
植
野
村
に
あ
る
「
鉄
道
第
六
拾
九
号
踏
切
」（
東
小
路
踏
切

も
し
く
は
東
口
踏
切
）
の
踏
切
番
と
し
て
拝
命
を
受
け
、
家
族
と
も
ど
も
そ
の
任
に
あ
た
っ
て
き
た
（
12
）。

　

事
件
の
起
こ
っ
た
前
日
八
月
二
九
日
の
午
後
一
一
時
に
は
家
族
は
平
常
通
り
就
寝
し
た
の
で
あ
る
が
、
翌
日
の
午
前
二
時
前
頃
に
、
表

口
の
戸
を
押
し
外
し
、
賊
が
三
人
乱
入
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
三
人
の
賊
は
、
家
族
の
寝
所
（
お
そ
ら
く

に
み
ら
れ
る
六
畳
間
で
あ
ろ

う
）
に
入
り
込
み
、
吊
っ
て
あ
っ
た
蚊
帳
を
抜
刀
で
切
り
落
と
し
、
慌
て
ふ
た
め
く
寅
吉
を
捕
え
、
そ
の
辺
り
に
あ
っ
た
あ
り
合
わ
せ
の

帯
で
彼
を
縛
り
、
抜
刀
を
畳
に
突
き
立
て
、
縛
っ
た
寅
吉
を
さ
ら
に
布
団
に
包
み
、
金
銭
を
出
す
よ
う
に
凄
む
の
で
あ
る
。
寅
吉
は
、「
貯

金
な
ど
さ
ら
さ
ら
な
い
」
と
い
う
と
、
賊
た
ち
は
タ
ン
ス
や
押
し
入
れ
を
搜
索
し
出
し
た
。
お
そ
ら
く
め
ぼ
し
い
金
銭
を
見
つ
け
ら
れ
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
今
度
は
、
部
屋
の
隅
で
恐
怖
の
あ
ま
り
う
ち
震
え
て
い
る
こ
ま
と
つ
ね
に
、
金
銭
の
在
り
か
を
聞
き
出
そ
う
と
す

る
も
、
こ
ま
が
「
金
銭
は
な
い
が
、
何
な
り
と
持
ち
帰
っ
て
く
れ
」
と
告
げ
る
と
、
次
の
「
盗
品
届
書
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
少
し
の

金
と
着
物
類
、
白
米
な
ど
を
持
っ
て
逃
げ
去
っ
た
の
で
あ
る
。

　

賊
の
逃
走
の
の
ち
、
妻
こ
ま
に
よ
っ
て
縛
ら
れ
て
い
た
帯
を
解
か
れ
た
寅
吉
は
、
す
ぐ
に
戸
外
に
出
て
犯
人
の
行
方
を
捜
し
た
と
こ
ろ
、

鉄
道
線
路
の
北
の
方
で
声
を
聞
き
つ
け
た
こ
と
か
ら
、
隣
家
に
声
を
か
け
追
捕
し
よ
う
と
し
た
が
、
結
局
は
行
方
が
分
か
ら
ず
、
取
り
逃

が
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

盗
難
御
届

乙
訓
郡
上
植
野
村　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木　

寅
吉

　

一　

壱
銭
銅
貨
三
枚　

三
銭

九　
（
六
六
〇
）



第
六
十
三
巻  

第
四
号

　東小路踏切番官舎見取り図

一
〇　
（
六
五
九
）



鉄
道
踏
切
番
と
強
盗
（
西
村　

卓
）

　

一　

木
綿
紺
浅
黄　

三
く
す
し　
　
　
　
　
　

一
円
五
十
銭　
　
　
　
　
　
　

男
物　

壱
枚

　

一　

白
地
ゆ
か
た　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
十
銭　
　
　
　
　
　
　

男
物　

壱
枚

　

一　

薩
摩
か
す
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
円　
　
　
　
　
　
　

女
物　

壱
枚

　

一　

伊
予
か
す
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
円
五
十
銭　
　
　
　
　
　
　

女
物　

壱
枚

　

一　

浅
黄
紺
た
つ
嶋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
円　
　
　
　
　
　
　

女
物　

壱
枚

　

一　

木
綿
白
さ
ら
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拾
銭　
　
　
　
　
　
　
　

六
尺
五
寸

　

一　

手
拭　
　

但
シ
、
印
ハ
清
養
軒
と　
　
　
　
十
銭
五
厘　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
筋

　

一　

茶
紺　

前
た
れ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
銭　
　
　
　
　
　
　

女　
　

壱
ツ

　

一　

出
羽　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
三
銭　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
丁

　

一　

凡
壱
尺
五
寸　

但
、
わ
キ
ダ
レ　
　
　
　
　
　

五
十
銭　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
本

　

一　

白
米　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
十
八
銭　
　
　
　
　
　
　
　

壱
斗
計
り

　
　
　

〆　

拾
壱
点

　

私（
マ
マ
）

し
義　
　

〆　

九
円
四
拾
壱（
四
）銭
五
厘

　

 

私
し
義
、
鉄
道
線
路
上
植
野
村
東
口
官
宅
住
居
罷
在
候
処
、
本
月
丗
日
午
前
第
一
時
五
十
分
頃
、
表
戸
押
明
ケ
、
賊
三
人
入
込
、
金
品

強
奪
し
、
該
賊
ハ
迯
走
致
候
間
、
跡
々
取
調
候
処
、
右
金
品
掠
奪
セ
ら
レ
候
、
就
而
ハ
、
戸
前
ニ
古
草
履
壱
足
有
之
候
間
、
全
ク
賊
ノ

置
キ
品
思
考
候
間
、
現
品
相
添
へ
、
此
段
御
届
仕
候
也

　
　
　
　

十
七
年
八
月
丗
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

乙　

訓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木　

寅
吉
㊞

一
一　
（
六
五
八
）



第
六
十
三
巻  

第
四
号

　
　
　
　
　

京
都
府
知
事　

北
垣　

國
道
殿

　

一
銭
銅
貨
三
枚
の
ほ
か
、
男
物
の
着
物
二
枚
、
女
物
の
着
物
三
枚
、
さ
ら
に
、
白
さ
ら
し
木
綿
六
尺
余
り
、
手
拭
三
筋
、
前
垂
れ
女
物

一
つ
、
出
刃
包
丁
一
丁
、
脇
た
れ
一
本
、
そ
し
て
、
白
米
一
斗
ほ
ど
を
持
ち
去
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
寅
吉
は
、
踏
切
番
官
舎
を

「
上
植
野
村
東
口
官
宅
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
当
時
は
、
村
内
で
は
「
東
小
路
」
で
は
な
く
「
東
口
」
踏
切
と
言
わ
れ
て
い
た

と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
賊
は
逃
走
す
る
折
、
戸
の
前
に
古
草
履
を
一
足
置
き
忘
れ
て
い
た
よ
う
で
、
寅
吉
は
証
拠
品
と
し
て
、
こ
の
「
盗

品
届
書
」
と
と
も
に
届
け
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　

三　

賊
た
ち
の
人
相
書

　

寅
吉
は
、
帯
で
縛
ら
れ
布
団
に
包
ま
れ
た
と
は
い
え
、
三
人
の
賊
の
人
相
と
着
衣
、
そ
し
て
言
葉
づ
か
い
を
覚
え
て
い
た
。
次
の
よ
う

な
「
人
相
書
」
を
提
出
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　

人
相
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

農
業
体
者　
　
　
　

男
壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

廿
五
六
年
位

一　

丈　

中　
　
　
　
　
　
　
　
　

一　

小
肉　
　
　
　
　
　
　
　
　

一　

色
白
方

一　

鼻
高
キ
方　
　
　
　
　
　
　
　

一　

眼
出
タ
ル
方　
　
　
　
　
　

一　

眉
濃
キ
方

一
二　
（
六
五
七
）



鉄
道
踏
切
番
と
強
盗
（
西
村　

卓
）

一　

歯
並
揃　
　
　
　
　
　
　
　
　

一　

面
長
キ
方　
　
　
　
　
　
　

一　

頭
散
髪

一　

山
城
言
葉

　
　
　
　
　
　

着　

衣

一　

浅
黄
ト
紺
ノ
竪
縞
単
物　
　
　

一　

白
筋
小
倉
帯

一　

素
足
草
鞋
履
ク　
　
　
　
　
　

一　

浅
黄
形
ノ
手
拭
ヲ
冠
ル

一　

弐
尺
位
ノ
抜
刀
ヲ
携
ヘ
タ
リ
、
但
シ
、
鞘
黒
塗
リ
、
丸
鐺
、
柄
黒
糸
、
銙

（
鍔
カ
）横
モ
ウ
ヨ
ウ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

他
国
言
葉　
　
　
　

男
壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

廿
四
五
年
位

一　

丈　

低
キ
方　
　
　
　
　
　
　

一　

中
肉　
　
　
　
　
　
　
　
　

一　

青
白
キ

一　

平
面　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一　

鼻
低
キ
方
ニ
シ
テ
ヒ
ラ
タ
キ
方

一　

口
大
キ
方　
　
　
　
　
　
　
　

一　

眉
薄
キ
方　
　
　
　
　
　
　

一　

歯
揃
黒
キ
方

一　

眼
小
サ
キ
方　
　
　
　
　
　
　

一　

散
髪

　
　
　
　
　
　

着　

衣

一　

浅
黄
紺
ト
ノ
竪
嶋（

縞
）単
物　
　
　

一　

浅
黄
色
ノ
三
尺
帯　
　
　
　

一　

素
足
ニ
草
鞋
ヲ
履
ク

一　

浅
黄
形
手
拭
冠
り
、
短
刀
を
携
ヘ
タ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

他
国
言
葉　
　
　
　

男
壱
人

一
三　
（
六
五
六
）
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廿
五
六
年
位

一　

丈
高
キ
方　
　
　
　
　
　
　
　

一　

中
肉　
　
　
　
　
　
　
　
　

一　

顔
長
キ
方

一　

眼
小
ナ
ル
方　
　
　
　
　
　
　

一　

歯
並
揃　
　
　
　
　
　
　
　

一　

眉
常
体

一　

口
大
キ
方

　
　
　
　
　
　

着　

衣

一　

古
浅
黄
紺
ト
ノ
竪
横
縞
単
物

一　

古
白
三
尺
帯　
　
　
　
　
　
　

一　

素
足

一　

出
羽
包
丁
ヲ
携
ヘ
、
但
し
、
此
出
羽
者
奪
タ
ル
分

右
之
通
ニ
御
座
候
也

　
　
　

明
治
十
七
年
八
月
三
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

乙
訓
郡
上
植
野
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木　

寅
吉

　
　

　

賊
の
三
人
と
も
二
〇
代
半
ば
で
、
一
人
は
地
の
山
城
言
葉
を
使
い
百
姓
の
風
体
、
他
の
二
人
は
、
他
国
言
葉
を
使
っ
て
い
た
と
い
う
。

背
丈
は
大
中
小
と
三
人
三
様
で
、
面
相
も
鼻
、
眼
、
眉
、
口
、
歯
並
び
、
髪
型
な
ど
三
人
の
特
徴
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　

服
装
で
い
え
ば
、
三
人
と
も
浅
黄
と
紺
の
縦
縞
、
も
し
く
は
縦
横
縞
模
様
の
単
物
を
着
し
、
帯
は
小
倉
帯
、
浅
黄
色
の
三
尺
帯
、
白
の

三
尺
帯
で
、
二
人
は
手
拭
を
か
ぶ
っ
て
い
た
と
い
う
。
二
人
は
草
鞋
履
き
、
一
人
は
素
足
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
人
物
が
、
逃
走
す

る
際
に
草
履
を
履
き
忘
れ
た
賊
の
可
能
性
が
あ
る
。

　

一
人
は
抜
刀
を
持
ち
、
そ
の
鞘
は
黒
塗
り
、
鐺
（
こ
じ
り
）
は
丸
く
、
柄
は
黒
糸
が
巻
い
て
あ
っ
た
。
こ
の
賊
が
、
蚊
帳
を
切
り
落
と
し
、

一
四　
（
六
五
五
）



鉄
道
踏
切
番
と
強
盗
（
西
村　

卓
）

そ
の
あ
と
、
寅
吉
を
脅
す
た
め
に
畳
に
抜
刀
を
突
き
立
て
た
人
物
で
あ
ろ
う
。
一
人
は
短
刀
を
持
ち
、
も
う
一
人
は
、
出
刃
包
丁
を
持
っ

て
い
た
と
い
う
が
、
こ
の
出
刃
包
丁
は
、
寅
吉
の
居
宅
の
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

彼
ら
三
人
は
、
現
金
が
な
い
と
み
る
や
、
箪
笥
、
押
し
入
れ
を
し
ら
み
つ
ぶ
し
に
搜
索
し
、
男
女
の
着
物
、
さ
ら
し
、
手
拭
、
前
垂
れ
、

そ
し
て
な
ん
と
一
斗
の
白
米
ま
で
持
ち
去
っ
た
の
で
あ
る
。
家
探
し
を
終
え
逃
亡
す
る
際
、
一
人
の
賊
を
見
張
り
役
と
し
て
残
し
、
先
に

二
人
が
遁
走
し
、
十
分
後
に
そ
の
一
人
が
逃
亡
す
る
と
い
う
具
合
で
あ
る
。

　

前
述
し
た
寅
吉
の
「
答
弁
書
」
に
あ
る
よ
う
に
、
鉄
道
線
路
の
北
の
方
か
ら
聞
こ
え
る
人
の
声
か
ら
、
賊
た
ち
は
線
路
伝
い
に
北
に
逃

亡
し
た
と
判
断
し
た
寅
吉
は
、
近
所
の
者
を
起
こ
し
、
追
捕
し
よ
う
と
し
た
が
、
結
局
は
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
ず
、
そ
の
朝
に
派
出
所

に
訴
え
出
て
、
事
の
顛
末
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
巡
査
立
会
い
の
上
、
現
場
検
証
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

お　

わ　

り　

に

　

以
上
が
京
都
近
郊
の
一
農
村
で
起
こ
っ
た
「
強
盗
事
件
」
の
顛
末
で
あ
る
。「
強
盗
事
件
」
自
体
、
さ
ほ
ど
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
、

ど
こ
で
も
起
こ
り
得
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
扱
っ
た
事
件
の
現
場
は
、
近
代
の
牽
引
車
＝
鉄
道
が
村
を
貫
通
し
、
分

断
し
た
「
道
」
と
の
交
点
＝
踏
切
の
番
人
の
官
舎
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
事
件
を
通
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
鉄
道
踏
切
番
の
側
か
ら
、
鉄
道
敷
設
＝
近
代
化
プ
ロ
セ
ス
を
の
ぞ
き
み
た
。
マ
ク
ロ
的
視
点
で
な

く
、
む
し
ろ
ミ
ク
ロ
的
視
点
か
ら
の
日
本
近
代
化
へ
の
接
近
で
あ
っ
た
。

　

鉄
道
は
、
日
本
近
代
化
を
牽
引
す
る
象
徴
と
し
て
明
治
維
新
後
早
く
か
ら
敷
設
さ
れ
て
い
く
。
鉄
道
の
敷
設
に
よ
り
、
人
と
モ
ノ
の
流

れ
は
劇
的
に
変
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
近
代
化
を
加
速
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
近
代
化
シ
ナ
リ
オ
通
り
で
あ
る
こ
と
は
、
誰
を
も
が

一
五　
（
六
五
四
）
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認
め
る
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
の
現
場
、
鉄
道
施
設
の
踏
切
に
限
っ
て
考
え
れ
ば
、
当
初
の
踏
切
は
鉄
道
線
路
側
に
門
扉
が
設
置
さ
れ
、
電
車
の
通
過
に
合
わ
せ

て
そ
の
門
扉
を
開
き
、「
道
」
側
を
塞
ぐ
と
い
う
仕
様
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
今
の
よ
う
に
常
に
線
路
側
は
開
放
さ
れ
、
列

車
の
通
過
時
に
常
時
「
道
」
側
を
閉
鎖
す
る
と
い
う
仕
様
に
な
っ
た
の
は
い
つ
頃
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

　

大
阪
―
向
日
町
間
三
六
キ
ロ
の
開
業
に
際
し
て
、
中
間
駅
は
高
槻
の
み
で
あ
り
、
一
日
四
往
復
、
所
要
時
間
は
一
時
間
二
四
分
、
時
速

二
六
キ
ロ
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
大
宮
仮
停
車
場
へ
の
延
伸
の
際
に
は
、
山
崎
、
茨
木
、
吹
田
の
中
間
駅
が
開
設
さ
れ
、
六

往
復
に
増
発
さ
れ
た
と
い
う
。
京
都
大
阪
間
の
正
式
開
業
の
後
は
、
一
日
一
〇
往
復
、
速
度
三
〇
キ
ロ
ほ
ど
に
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
さ
れ
た

と
い
う
（
13
）。
四
往
復
で
八
回
、
六
往
復
で
一
二
回
、
一
〇
往
復
で
二
〇
回
の
門
扉
の
開
閉
で
あ
る
。
ど
の
辺
り
ま
で
が
、
線
路
側
門
扉
の

開
閉
が
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
こ
の
辺
り
は
、
今
後
の
考
察
に
待
ち
た
い
。

　

本
稿
で
掲
載
し
た

を
見
る
と
、
注
10
で
述
べ
た
よ
う
に
、
踏
切
の
門
扉
と
思
し
き
施
設
は
、
常
に
「
道
」
側
に
あ
り
、「
道
」

を
閉
鎖
す
る
た
め
の
施
設
の
よ
う
に
み
え
る
。
事
件
が
発
生
し
た
明
治
一
七
（
一
八
八
四
）
年
八
月
の
時
点
で
は
、
も
は
や
そ
の
仕
様
変

更
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

鉄
道
の
敷
設
と
は
い
え
、
当
初
は
、
鉄
道
線
路
側
に
門
扉
を
設
置
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
道
」
の
上
を
横
断
さ
せ
て
も
ら
う
と
い
う
意
識
、

い
わ
ば
慎
ま
し
い
「
近
代
」
と
し
て
鉄
道
は
立
ち
現
れ
た
が
、
人
と
モ
ノ
の
大
量
輸
送
、
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
列
車
の
頻
繁

な
通
過
を
余
儀
な
く
し
、
恒
常
的
な
門
扉
の
「
道
」
側
へ
の
設
置
へ
と
転
換
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
い
わ
ば
、
慎
ま
し

い
「
近
代
」
か
ら
、
傲
慢
な
「
近
代
」
へ
の
豹
変
で
あ
る
。

一
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註（
１
）『
日
本
国
有
鉄
道
百
年
史
』
通
史
（
日
本
国
有
鉄
道
、
昭
和
四
九
年
三
月
）
第
一
章
「
創
業
時
代
」
参
照
。

（
２ 

）
同
前
、
参
照
。
ま
た
、
田
中
真
人
・
宇
田
正
・
西
藤
二
郎
『
京
都
滋
賀　

鉄
道
の
歴
史
』（
一
九
九
八
年
一
一
月
、
京
都
新
聞
社
）
第
一
章
「
京
都
鉄
道
事
始
め
―
官
設

京
阪
間
鉄
道
」
も
参
照
。

（
３ 

）
掲
載
の
地
図
（
第
１
図
）
参
照
、
踏
切
の
呼
称
に
関
し
て
は
、『
鉄
道
線
路
各
種
建
造
物
明
細
録　

第
一
篇
』（
明
治
二
五
年
一
二
月
、
鉄
道
庁
）
に
依
っ
た
。
資
料
は
、

Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
Ａ
（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ポ
ー
タ
ル
）
よ
り
検
索
し
閲
覧
し
た
。

（
４
）『
日
本
国
有
鉄
道
百
年
史
』
第
二
巻
（
日
本
国
有
鉄
道
、
昭
和
四
五
年
三
月
）
一
七
四
頁
参
照
。

（
５
）
同
前
、
一
七
二
頁
参
照
。

（
６
）『
鉄
道
線
路
各
種
建
造
物
明
細
録　

第
一
篇
』「
凡
例
」
よ
り
引
用
。

（
７
）
同
前
に
よ
る
。

（
８
）
京
都
府
向
日
市
『
向
日
市
史
』
史
料
編
（
昭
和
六
三
年
三
月
）
所
収
「
明
治
二
二
年
の
向
日
町
」
よ
り
引
用
加
工
。

（
９
）『
日
本
国
有
鉄
道
百
年
史
』
第
二
巻
、
三
三
七
頁
参
照
。

（
10 

）
同
前
、
三
三
八
頁
よ
り
引
用
。
た
だ
し
、
本
稿
で
考
察
す
る
明
治
一
七
（
一
八
八
四
）
年
八
月
に
起
こ
っ
た
「
強
盗
事
件
」
で
、
現
場
検
証
の
際
に
作
成
さ
れ
た
と
思
わ

れ
る
「
見
取
り
図
」
を
見
て
み
る
と
、
そ
の
門
扉
ら
し
い
も
の
は
、
線
路
側
で
な
く
、
道
路
側
に
設
置
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
も
と
も
と
、
こ
の
踏
切
の
門

扉
が
道
路
側
に
設
置
さ
れ
て
い
た
の
か
、
開
通
後
一
〇
年
ほ
ど
の
間
に
変
化
が
起
こ
っ
た
の
か
不
詳
で
あ
る
。

（
11 

）
京
都
府
向
日
市
上
植
野
区
有
文
書
「
諸
願
届
控
」（
明
治
一
七
年
七
月
七
日　

乙
訓
郡
上
植
野
村
総
代
）
所
収
。
以
下
で
引
用
す
る
原
資
料
は
、
断
ら
な
い
限
り
同
『
控
』

所
収
資
料
で
あ
る
。

（
12 

）
妻
、
義
母
以
外
、
こ
の
時
点
で
は
五
歳
の
長
男
、
三
歳
の
二
男
、
一
歳
七
か
月
の
長
女
が
同
居
し
て
い
た
。
佐
々
木
寅
吉
家
は
明
治
二
八
（
一
八
九
五
）
年
六
月
に
は
山

一
七　
（
六
五
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）
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口
県
に
一
家
で
転
居
し
て
い
る
（「
上
植
野
区
有
文
書
報
告
書
」
所
収
三
三
〇
七
文
書
に
よ
る
）。

（
13 
）
田
中
真
人
・
宇
田
正
・
西
藤
二
郎
『
京
都
滋
賀　

鉄
道
の
歴
史
』（
一
九
九
八
年
一
一
月
、京
都
新
聞
社
）
第
一
章
「
京
都
鉄
道
事
始
め
―
官
設
京
阪
間
鉄
道
」
一
一
頁
参
照
。

（
付
記
） 

な
お
、
本
稿
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
平
成
二
三
年
度
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金
（
基
盤
研
究
C
）
研
究
題
目
「
近
代
京
都
に
お
け
る
住
民

自
治
組
織
＝
「
町
」
の
基
礎
研
究
」
に
お
け
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
に
し
む
ら　

た
か
し
・
同
志
社
大
学
経
済
学
部
）

一
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六
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Abstract

Takashi NISHIMURA, Railroad Flagmen and Robbers

　　When the railways were built in the modern society, railway crossings 

were built on many points where tracks intersected roads. In particular, 

crossings with heavy traffic were manned by flagmen, who resided near the 

crossings. In 1875, the railway between Osaka city and Mukoumati town 

opened to traffic; it had many railway crossings, some of which were manned. 

In August 1884, there was a robbery at one of the crossings located in 

Kamiueno village, Otokuni country, Kyoto prefecture. We seek to identify the 

actual scene involving the flagman’s house, his family, and the railway crossing 

through a sketch of the scene.

一
九　
（
六
五
〇
）
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